
※特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の①～⑥のいずれにも該当するもの。
一部の歩道、路側帯を走行可能。（「普通自転車等及び歩行者等専用」の歩道等）
①歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させている。
②最高速度表示灯を点滅させている間は、時速6kmを超えて加速できない構造である。
③側車を付けていない。
④ブレーキが走行中、容易に操作できる位置にある。
⑤鋭い突出部が無い。
⑥他の車両を牽引していない。

代　理　人
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最高速度

車体の
大きさ □ 車体の長さ1.9m以下、車体の幅0.6m以下である。

□ 時速20km（歩道・路側帯走行時は時速6km）を超えて加速でき
ない構造である。

kw

標識番号 車　　名

納税義務者との関係 （　　　　　　　　　　　）

特定小型原動機付自転車適合誓約書 兼 確認書

令和　　　年　　　月　　　日

泉南市長

氏　　名

住　　所納税義務者

対象車両

　下記の原動機付自転車について、道路運送車両法で定める特定小型原動機付自転車の要件を満
たすことを誓約します。
　なお、当該車両は保安基準に適合しており、万が一支障が生じた場合においても、私が一切の
責任を負い、泉南市にその責を問いません。

記

その他
保安基準 □ その他の保安基準（制動装置、前照灯、制動灯、尾灯、方向指

示器、警音器 等）に適合している。

最高速度
の切替え □ 走行中に最高速度（車道・歩道走行モード）の切り替えができ

ない構造である。

最高速度
表示灯 □ 昼間前方及び後方25mから点灯を確認可能である。

（車道走行時：緑色点灯、歩道・路側帯走行時：緑色点滅）

適合要件

車台番号
定格出力

(0.6kw以下)

電話番号

住　　所

氏　　名

電話番号
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□

特定小型原動機付自転車に関するその他の交通ルール等につい
て、警察庁のウェブサイトで確認を行った。
（左車線通行、二段階右折、一時停止、補助標識、
　変速機はオートマチックトランスミッションに限る 等）

その他確認事項
（交通ルール等） □ 一部の歩道・路側帯は、特例特定小型原動機付自転車を歩道走

行モードで使用している場合に限り、走行可能。

□ 16歳未満は運転不可。（提供も禁止）

□ 自賠責保険（共済）の加入が義務付けられている。



【参考】道路運送車両の保安基準

保安基準 基準の概要

接地部及び接地圧 道路を破損するおそれのないものであること。

制動装置

２個の独立した操作装置を有し、確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、

制動停止距離が５m以下であること。２系統以上のうち１系統は、平坦な舗装路面

等で確実に特定小型原動機付自転車を停止状態に保持できること。

車体
堅牢で運行に十分耐えるものであること。乗車装置が確実に取付けられ、振動、衝

撃等によりゆるみが生じないようになっていること。

安定性
安定した走行を確保できるものとして「特定小型原動機付自転車の走行安定性の技

術基準」に適合すること。

前照灯 夜間前方15ｍの距離の障害物を確認できること。

尾灯 夜間後方300ｍから点灯を確認できること。

制動灯 昼間後方100ｍから点灯を確認できること。

後部反射器 夜間後方100ｍから走行用前照灯で照射した場合にその反射光を確認できること。

警音器 適当な音響を発する警音器であること（自転車に装着されるベル等でも可）。

方向指示器
車両中心線上の前方及び後方30ｍの距離から指示部を見通すことができる位置に少

なくとも左右１個ずつ取り付けられていること。

速度抑制装置

速度制御性能に関し「特定小型原動機付自転車の速度抑制装置の技術基準」に適合

すること。

設定最高速度が２種類以上ある場合、走行中に設定変更ができないこと。

電気装置

原動機用蓄電池は以下のいずれかの基準に適合していること。

国連規則、欧州規格、国連危険物輸送勧告、PSEマーク（電気用品安全法に基づく

表示）

乗車装置
乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる

構造であること。

最高速度表示灯
昼間前方及び後方25mから点灯を確認できること。

車道モード：緑色点灯、歩道モード：緑色点滅

※最新の保安基準については、国土交通省の下記ウェブサイトを参照。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html#tokuteigentsuki

※警察庁ウェブサイト「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html


